
まち美化プログラム 活動マニュアル 

 

 

１．○○市まち美化プログラムへの参加 

○○市まち美化プログラムへの参加は、市民（在住者及び在勤、在学者）及び市内に

ある団体、事務所とします。 

 

２．活動区域の決定 

活動団体が清掃する区域は、○○市まち美化推進協議会と協議し、決定する。 

 

３．合意書 

アダプトを認知するため、参加者代表の方々と○○市まち美化推進協議会会長及び○

○市長との間で合意書を取り交わす。 

合意書では、対象区域、活動内容、及び協議会の負担内容など、○○市まち美化プロ

グラムの実施に必要な事項が確認されます。 

 

４．看板設置（アダプトサイン） 

活動団体として清掃などの活動を行っていただく市民（在住者及び在勤、在学者）及

び団体、事業所を記した看板」（アダプトサイン）を活動区域内に設置します。 

 

５．参加者の登録 

団体として参加される場合は、参加される者を登録していただきます。 

 

６．活動計画 

活動は、月 1 回以上の活動ができるように計画してください。 

 

７．清掃活動 

基本的な活動としては、紙くず、缶、ビン及び吸い殻などの清掃。 

 

８．ごみの処理 

集められたごみの処理については、決められた所に出してください。 

 

９．活動報告 

清掃活動を行った場合は、活動報告書に活動状況を記入して年度終了後 1 カ月以内に

協議会事務局（○○○課）まで報告してください。 


